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ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の各目標の内容 

ＳＤＧｓとは、絡み合う課題を同時かつ根本的に解決し、持続可能な未来を示す羅針盤で、2015 年に

国連サミットで採択されました。 

１７の目標と、１６９のターゲット（具体的目標）で構成されています。 

本市においても、特徴や現状をいかして、それぞれの目標の達成に向けて取り組みを推進していきま

す。 

  

１０．各国内及び各国間の不

平等を是正する 

１１．包摂的で安全かつ強靭

（レジリエント）で持続可能な

都市及び人間居住を実現する 

１２．持続可能な生産消費形

態を確保する 

１３．気候変動及びその影響を

軽減するための緊急対策を講

じる 

１４．持続可能な開発のために

海洋・海洋資源を保全し、持続

可能な形で利用する 

１５．陸域生態系の保護、回復、持続

可能な利用の推進、持続可能な森林の

経営、砂漠化への対処、並びに土地の劣

化の阻止・回復及び生物多様性の損失

を阻止する 

１６．持続可能な開発のための平和で包

摂的な社会を促進し、全ての人々に司法

へのアクセスを提供し、あらゆるレベル

において効果的で説明責任のある包摂的

な制度を構築する 

１７．持続可能な開発のための実施

手段を強化し、グローバル・パートナ

ーシップを活性化する 

９．強靭（レジリエント）なインフラ

構築、包摂的かつ持続可能な産業化の

促進及びイノベーションの推進を図る 

１．あらゆる場所のあらゆる

形態の貧困を終わらせる 

２．飢餓を終わらせ、食料安全

保障及び栄養改善を実現し、持

続可能な農業を促進する 

３．あらゆる年齢の全ての人々

の健康的な生活を確保し、福祉

を促進する 

４．全ての人に包摂的かつ公正

な質の高い教育を確保し、生涯学

習の機会を促進する 

５．ジェンダー平等を達成し、全

ての女性及び女児の能力強化を

行う 

６．全ての人々の水と衛生の利

用可能性と持続可能な管理を確

保する 

７．全ての人々の、安価かつ信

頼できる持続可能な近代的エ

ネルギーへのアクセスを確保

８．包摂的かつ持続可能な経済成長及び

全ての人々の完全かつ生産的な雇用と働

きがいのある人間らしい雇用（ディーセン

ト・ワーク）を促進する 
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策定委員会について 

１  合志市介護保険事業計画等策定委員会要綱 

（設置） 

第１条 合志市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（以下「計画」という。）の円滑

かつ適正な運営を図るため、合志市介護保険事業計画等策定委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、必要に応じ市長に報告を行う。 

(１) 計画の策定に関すること。 

(２) 計画の進行管理及び評価に関すること。 

(３) その他計画に関し、市長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 社会福祉関係者 

(３) 保健・医療関係者 

(４) その他市長が必要であると認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、当該計画を策定する年度の末日までとする。 

２ 委員は、再任することができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により選任し、副委

員長は委員の中から委員長が指名する。 

２ 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定

める。 
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２ 委員名簿 
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日常生活圏域ニーズ調査（前回調査比較分析） 

１ たすけあいについて 

調査対象者本人とまわりの人の「たすけあい」についての、以下 4問（すべて複数回

答）の状況を前回調査と比較分析をしました。 

 

心配事や愚痴を聞いてくれる・聞いてあげる人の割合として多いのは、ともに「配偶

者」、「友人」、「別居のこども」の順となっており、前回調査と同様となっています。 

多くの選択肢で前回よりも割合が増加していますが、「同居のこども」や「近隣」と

回答した人の割合はやや減少しています。 

 

【心配事や愚痴を聞いてくれる人】 

 

【心配事や愚痴を聞いてあげる人】 
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同居のこども

別居のこども

兄弟姉妹・親戚・親・孫
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友人

その他

そのような人はいない

前回調査【令和元年】(N=2,048) 今回調査【令和４年】(N=2,297)
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近隣

友人

その他

そのような人はいない

前回調査【令和元年】(N=2,048) 今回調査【令和４年】(N=2,297)
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病気で寝込んだ時に看病や世話をしてくれる人と、看病や世話をしてあげる人の割

合として多いのは、ともに「配偶者」、「別居のこども」の順となっており、次いで看病

や世話をしてくれる人は「同居のこども」、看病や世話をしてあげる人は「兄弟姉妹・

親戚・親・孫」となっています。 

前回調査と比較して、「配偶者」、「別居のこども」はともに増加していますが、「同居

のこども」はともに減少しています。 

 

【あなたが病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人】 

 

【看病や世話をしてあげる人】 
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